
平戸市からのお知らせ

募　

集

申
・
問
福
祉
課
子
育
て
支
援
班

　
　
　

☎
２
５
７
４

乳
幼
児
へ
の
育
児
用
品
貸
し
出
し
を

募
集
し
ま
す

申
・
問
ま
ち
づ
く
り
課
総
務
住
宅
班　

　
　
　

☎
内
線
２
２
８
５

公
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す

問
福
祉
課
総
務
班

　

☎
内
線
２
５
６
３

台
湾
南
部
地
震
の
義
援
金
に

ご
協
力
を

　　

入
居
を
希
望
す
る
人
は
、
申
込
書
に
添
付
書

類
を
添
え
て
、
ま
ち
づ
く
り
課
、
ま
た
は
各
支

所
地
域
振
興
課
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

○
募
集
戸
数　
　
　

23
戸

　

①
平
戸
地
区　
　

５
戸

　

②
生
月
地
区　
　

15
戸

　
　

新
築
の
壱
部
浦
住
宅
を
含
む（
車
い
す
対

　
　

応
１
戸
）

　

③
田
平
地
区　
　

３
戸

　

※

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
申
込
期
限　

３
月
10
日（
木
）

　

※

郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す
。（
必
着
）

○
申
込
資
格　

原
則
と
し
て
、
次
の
す
べ
て
の

　

要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

①
収
入
が
公
営
住
宅
法
施
行
令
に
定
め
ら
れ

　
　

た
基
準
内
で
あ
る
こ
と

　

②
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と

　

③
地
方
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い
こ
と

　

④
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と（
同
居
人
を
含
む
）

　

⑤
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
は
、
同
居

　
　

ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が
あ
る

　
　

こ
と
。

　

※

単
身
で
入
居
す
る
人
は
、
２
Ｋ
以
下
の
住

　
　

宅
に
住
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。（
高
齢
者
、

　
　

障
が
い
者
な
ど
を
除
く
）

○
添
付
書
類

　

①
世
帯
全
員
の
所
得
証
明
書（
平
成
26
年
分
）

　

②
納
税
証
明
書

　

③
住
民
票
謄
本

○
選
考
方
法　

募
集
戸
数
を
超
え
た
住
宅
に
つ

　

い
て
は
、
抽
選
に
よ
り
選
考
し
ま
す
。
な
お
、

　

抽
選
会
は
３
月
26
日（
土
）に
、
た
び
ら
活

　

性
化
施
設
研
修
室
で
開
催
予
定
で
す
。

　

※

抽
選
会
の
開
催
に
つ
い
て
は
、
該
当
者
に

　
　

後
日
通
知
し
ま
す
。

【
注
意
】入
居
決
定
後
に
入
居
を
辞
退
す
る
こ
と

　

が
な
い
よ
う
、
事
前
に
十
分
検
討
し
た
う
え

　

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

乳
幼
児
の
健
や
か
な
成
長
を
支
援
し
、
保
護

者
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
育
児

用
品
の
貸
し
出
し
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

○
貸
出
用
品
と
貸
出
期
間

　

①
ベ
ビ
ー
ベ
ッ
ド
15
台
・
最
長
１
年

　

②
ベ
ビ
ー
ス
ケ
ー
ル（
体
重
計
）20
台
・
１

　
　

〜
３
カ
月

　

③
ベ
ビ
ー
バ
ス
10
台
・
１
〜
３
カ
月

　

④
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
若
干
数
・
最
長
１
年

　

※

応
募
者
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
と
し
ま
す
。

　

※

育
児
用
品
の
貸
し
出
し
・
返
却
は
、
福
祉

　
　

課
子
育
て
支
援
班
ま
た
は
各
支
所
地
域
振

　
　

興
課
、
各
出
張
所
が
窓
口
と
な
り
ま
す
。

○
対
象
者　

市
内
に
住
所
を
有
す
る
乳
幼
児　

　
【
平
成
28
年
６
月
30
日（
木
）ま
で
に
出
産
予

　

定
を
含
む
】の
保
護
者
ま
た
は
里
帰
り
先
の

　

祖
父
母
な
ど
。
た
だ
し
、
保
育
料
な
ど
の
滞

　

納
者
を
除
く
。

○
申
請
方
法　

印
か
ん
と
母
子
健
康
手
帳
を
持

　

参
の
上
、
市
民
課
総
合
窓
口
ま
た
は
各
支
所

　

地
域
振
興
課
、
各
出
張
所
に
備
え
付
け
の
申

　

請
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
申
請
し
て

　

く
だ
さ
い
。

○
申
請
期
間　

３
月
１
日（
火
）〜
14
日（
月
）

　

※

出
産
予
定
日
の
２
週
間
前
よ
り
貸
し
出
し

　
　

可
能
で
す
。

　

※

貸
出
用
ベ
ビ
ー
ベ
ッ
ド
、
チ
ャ
イ
ル
ド
シ

　
　

ー
ト
の
一
部
は
、「
ふ
る
さ
と
納
税
寄
附

　
　

金
」を
活
用
し
て
い
ま
す
。

　

２
月
６
日
、
台
湾
南
部
で
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

６
．
４
の
強
い
地
震
が
あ
り
、
大
き
な
被
害
が

報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
市
の
友
好
都
市
で
あ

る
台
南
市
も
被
災
し
て
い
ま
す
の
で
、
義
援
金

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
本
市
で
集
め
ら
れ
た
義
援
金
に
つ
い

て
は
、
日
本
赤
十
字
社
を
通
じ
て
被
災
地
の
皆

さ
ん
に
届
け
ら
れ
ま
す
。

○
義
援
金
受
付
箱
設
置
場
所　

平
戸
市
役
所
お

　

よ
び
各
支
所
・
出
張
所
、
鄭
成
功
記
念
館
、

　

未
来
創
造
館

○
義
援
金
受
付
期
限　

３
月
10
日（
木
）

広報ひらど 平成28年３月号 22Hirado City Public Relations,2016.323

自殺者 交通事故死亡者
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健康・福祉

いきいき通信
　　３月は自殺予防月間です。自殺は、決して特別なことではなく、身近な、そして

社会的な問題です。

　　長崎県の自殺者は、男性が自殺者総数の７割超を占めています。また、年代別で

は50歳代が最も多くなっています。原因は、「健康問題」が最も多く、ついで「家庭

問題」「経済・生活問題」の順となっています。

　　自殺は、精神的に弱い人が現実から逃げるために行う“不名誉なこと”と思われ

がちですが、「誰にでも起こり得る、追い込まれた末の死」です。自殺を予防するた

めには、まず自分自身で予防すること、周囲の人が自殺のサインに気づくことが重

要な鍵となります。皆さんも身近な問題として考え、自殺者を減らしましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■お問い合わせ　福祉課障害福祉班　☎内線2566

自殺について考える

県内の自殺者と交通事故死亡者の推移

　　グラフから見てもわかるように、自殺者は、交

通事故死亡者数よりはるかに多く、その数は約７

倍にあたります。

　自殺者数は、年々減少していますが、毎年約

300人の人たちが自殺により命を落としており、そ

れは社会的にも深刻な状況であることに変わりあ

りません。

健康・福祉いきいき通信

自殺危機のサインと対処法

①うつ病の症状がある

②原因不明の身体の不調が長引く

③飲酒量が増す

④自己の安全や健康が保てない

⑤仕事の負担が急に増える、職を失うなど

⑥職場や家庭からサポートが得られない

⑦本人にとって価値あるものを失う

⑧重症の身体疾患にかかる

⑨自殺を口にする

⑩自殺未遂に及ぶ

自殺危機のサインに気づいたら自殺危機のサイン

①話をそらす

②一方的に話す

③常識をのべ、説得する

④安易に解決策を示す

⑤励ましをする

①真剣に耳を傾ける

②感情を理解、受け止める

③沈黙に耐える

④共感する

⑤治療を勧める

してはならないことすべきこと

こころの相談窓口

　　自殺のサインに気付いたときは、援助のための窓口が、

医療機関だけでなく、数多くあります。一人・ご家族だけ

で抱え込まないで、お気軽にご相談ください。

■県北保健所（平日：午前９時～午後５時）℡57－3933
■福祉課障害福祉班（平日：午前８時30分～午後５時15分）

講演会「心の病気って何だろう？」の開催
と　き：平成28年３月６日（日）
                午後１時30分～午後３時30分
ところ：たびら活性化施設多目的ホール
講　師：精神科医　宮田雄吾　氏
対　象：中学生・高校生・その他保護者・
　　　　学校関係者など

平成27年度市町村振興宝くじ交付金の充当事業を報告します。
　市町村振興宝くじの収益金は、公益財団法人長崎県市町村振興協会の交付金交付規定に基づき、県内各市
町へ交付され、明るいまちづくりや環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上に役立てられています。

                     事     業     名
図書購入事業
地域医療人材育成事業
図書購入事業
ごみ減量化推進交付金事業

                    名     称

サマージャンボ宝くじ交付金

オータムジャンボ宝くじ交付金

       金     額

10,118,000円

8,189,000円

 問企画財政課企画統計班　内線2337



平戸市からのお知らせ平戸市からのお知らせ

問
生
涯
学
習
課
生
涯
学
習
推
進
班

　

☎
内
線
２
６
２
１

黒
﨑
義
介
展
を
開
催
し
ま
す

問
市
民
課
国
保
年
金
班

　

☎
内
線
２
５
９
３

国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
へ
〜
入
院

時
の
食
事
代
が
変
わ
り
ま
す
〜

問
市
民
課
国
保
年
金
班

　

☎
内
線
２
５
９
０

国
民
年
金
保
険
料
の
学
生
納
付

特
例
制
度
に
つ
い
て

問
消
防
本
部
予
防
課

　

☎
内
線
２
１
４
７

春
の
火
災
予
防
運
動
３
月
１
日（
火
）

〜
７
日（
月
）

問
保
健
セ
ン
タ
ー

　

☎
57

-

０
９
７
７

「
救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
」を
無
料

配
布
し
て
い
ま
す

65歳未満

65歳以上

一般所得

低所得
（市町村民税非課税者）

一般所得

低所得Ⅱ
（市町村民税非課税者）

低所得Ⅰ

一般病床・
精神病床等

一食260円⇒

28年４月～
一食360円

一食260円⇒

28年４月～一食360円

一食260円⇒

28年４月～一食360円

一食210円
※90日超で、
　一食160円

一食210円

※90日超で、
　一食160円

一食210円

※90日超で、一食160円

一食210円
※90日超で、
　一食160円

一食 210 円、居住費 0円
※90日超で、一食 160 円

一食260円⇒

28年４月～
一食360円

一食260円⇒

28年４月～
一食360円

一食100円

療　　養　　病　　床

医療区分Ⅰ
(医療区分Ⅱ、Ⅲ以外) 医療区分Ⅱ、Ⅲ

入院時食事療養費および入院時生活療養費の標準負担額(入院時食事代)

一食460円、居住費320円

※管理栄養士または栄養士による
　適時・適温の食事の提供等の基
　準を満たさない場合：
　一食420円、居住費320円

（市町村民税非課税者
であり、かつ一定所得
以下の70歳以上の者）

一食210円、居住費320円

　一食 130 円、居住費 320 円
※老齢福祉年金を受給している
　場合は、一食100円、居住費
　0円

一食100円、居住費0円

　　

黒
﨑
義
介
画
伯
の
生
誕
１
１
０
年
・
胸
像
建

立
落
成
を
記
念
し
て
、
黒
﨑
義
介
展
を
開
催
し

ま
す
。

○
と　

き　

３
月
６
日（
日
）〜
12
日（
土
）

○
と
こ
ろ　

未
来
創
造
館
Ｃ
Ｏ
Ｌ
Ａ
Ｓ
平
戸

○
内　

容　

平
戸
の
郷
土
を
愛
し
、
幼
児
教
育

　

に
情
熱
を
捧
げ
た
黒
﨑
義
介
画
伯
の
作
品
を

　

展
示
し
ま
す

○
入
場
料　

無
料

　

平
成
28
年
４
月
か
ら
、
一
般
所
得（
住
民
税

課
税
）世
帯
の
人
の
入
院
時
の
食
事
代
が
表
の

と
お
り
改
正
さ
れ
ま
す
。

　

低
所
得
者
の
負
担
額
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
食
事
代
の
減
額
を
受
け
る
に
は
、「
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」か「
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」が
必
要
に
な
り
ま
す

の
で
、
国
保
の
担
当
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

　
　

る
場
合
は
、
こ
の
ハ
ガ
キ
に
必
要
事
項
を

　
　

記
入
し
返
送
す
る
こ
と
で
、
申
請
手
続
き

　
　

が
完
了
し
ま
す
。

○
お
問
合
せ
先　

佐
世
保
年
金
事
務
所

　

℡
０
９
５
６-

34-

１
１
８
９

　

春
に
は
田
の
く
り
焼
き
・
火
入
れ
を
行
っ
た
り
、

ハ
イ
キ
ン
グ
を
す
る
人
が
増
え
、
山
に
入
る
こ

と
が
増
え
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
山
火
事
の
ポ
イ

ン
ト
を
ま
と
め
ま
し
た
。

【
山
火
事
予
防
の
ポ
イ
ン
ト
】

　

①
強
風
お
よ
び
乾
燥
時
に
は
、
た
き
火
、
火

　
　

入
れ
を
し
な
い
こ
と
。 

　

②
火
入
れ
を
行
う
際
、
許
可
を
必
ず
受
け
る

　
　

こ
と
。

　

③
枯
れ
草
な
ど
の
あ
る
火
災
が
起
こ
り
や
す

　
　

い
場
所
で
は
、
た
き
火
を
し
な
い
こ
と
。

　

④
タ
バ
コ
の
吸
い
殻
は
必
ず
消
す
と
と
も
に
、

　
　

投
げ
捨
て
な
い
こ
と
。 

　

⑤
た
き
火
な
ど
火
気
の
使
用
中
は
そ
の
場
を

　
　

離
れ
ず
、
使
用
後
は
完
全
に
消
火
す
る
こ

　
　

と
。

　

⑥
火
遊
び
は
し
な
い
こ
と
。

○「
救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
」と
は
？

　　

学
生
の
皆
さ
ん
も
20
歳
に
な
っ
た
ら
、
国
民

年
金
に
加
入
し
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
経
済
的
な
理
由
で
国
民
年
金
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
に
は
、
在
学
期
間

中
の
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
学
生
納
付

特
例
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

猶
予
さ
れ
た
期
間
は
、
年
金
額
に
は
反
映
さ

れ
ま
せ
ん
が
、
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
必
要

な「
受
給
資
格
期
間
」と
し
て
扱
わ
れ
、
万
が
一

病
気
や
け
が
で
障
が
い
が
残
っ
た
と
き
は
障
害

年
金
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

承
認
期
間
は
、
４
月
か
ら
翌
年
の
３
月
ま
で
で
、

申
請
は
毎
年
度
必
要
で
す
。

○
手
続
き
に
必
要
な
も
の　

年
金
手
帳
、
印
か

　

ん
、
免
許
証
な
ど
の
身
分
証
明
書
、
学
生
証

　

の
写
し
、
ま
た
は
在
学
証
明
書（
申
請
年
度
の

　

４
月
以
降
発
行
分
）

○
受
付
窓
口　

住
民
票
を
登
録
し
て
い
る
市
町

　

村
の
国
民
年
金
窓
口
ま
た
は
、
在
学
し
て
い

　

る
大
学
な
ど
が
学
生
納
付
特
例
事
務
法
人
の

　

指
定
を
受
け
て
い
る
場
合
は
そ
の
窓
口

　

※

な
お
、
平
成
27
年
度
に
保
険
料
納
付
を
猶

　
　

予
さ
れ
て
い
る
人
で
、
平
成
28
年
度
も
引

　
　

き
続
き
在
学
予
定
の
人
に
は
、
３
月
下
旬

　
　

ご
ろ
に
ハ
ガ
キ
形
式
の
申
請
書
が
送
付
さ

　
　

れ
ま
す
。
引
き
続
き
同
じ
学
校
に
在
学
す

　

高
齢
者
や
障
が
い
者
な
ど
の
安
全
・
安
心
を

確
保
す
る
こ
と
を
目
的
に「
か
か
り
つ
け
医
療
機

関
」「
持
病
」な
ど
の
医
療
情
報
や
、
救
急
連
絡
先

な
ど
の
情
報
を
専
用
の
容
器
に
入
れ
、
自
宅
の

冷
蔵
庫
の
中
に
保
管
し
て
お
く
も
の
で
す
。

　
「
救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
」は
、
救
急
隊
員
が

救
急
活
動
に
必
要
と
判
断
し
た
場
合
に
活
用
し

ま
す
。

○
対
象
者　

　

①
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
ま
た
は
高
齢
者
の

　
　

み
の
世
帯（
65
歳
以
上
）

　

②
身
体
障
害
な
ど
の
手
帳
を
お
持
ち
の
人

　

③
持
病
な
ど
に
よ
り
、
健
康
上
不
安
を
抱
え

　
　

て
い
る
人

○
配
布
場
所　

福
祉
課
、
各
支
所
、
各
出
張
所
、

　

保
健
セ
ン
タ
ー
、
市
内
医
療
機
関
、
居
宅
介

　

護
支
援
事
業
所

○
既
に
お
持
ち
の
人
へ　

キ
ッ
ト
内
の
情
報
は

　

随
時
更
新
し
、
常
に　

新
し
い
情
報
で
、
万

　

一
の
と
き
に
備
え
ま
し
ょ
う
。
情
報
の
記
録

　

用
紙
が
必
要
な
人
は
、
配
布
場
所
へ
お
問
い

　

合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

　

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
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